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第⚓地区
住　所電話番号氏　名

上水本町⚑－⚑⚙－⚕⚐⚔⚒（⚓⚐⚘）⚗⚔⚕⚖粕谷　光子
上水本町⚒－⚖－⚕⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚗⚘⚑⚑熊沢　まり
上水本町⚕－⚔－⚓⚐⚔⚒（⚓⚒⚑）⚓⚔⚐⚘荒畑　芳子
上水本町⚖－⚑⚗－⚑⚐⚔⚒（⚓⚒⚓）⚕⚒⚙⚘西　　洋子
上水本町⚔－⚑⚑－⚖⚐⚔⚒（⚓⚒⚒）⚖⚑⚗⚓森田多喜子
上水南町⚑－⚒⚘－⚓⚐⚔⚒（⚓⚒⚑）⚓⚙⚐⚕野口　孝子
上水南町⚑－⚒⚒－⚑⚔⚐⚔⚒（⚓⚒⚑）⚐⚗⚒⚖∁野　智子
上水南町⚒－⚗－⚔⚐⚐⚔⚒（⚓⚒⚔）⚘⚒⚖⚕渥美ひろみ
上水南町⚒－⚓⚐－⚑⚐⚐⚔⚒（⚓⚒⚒）⚐⚖⚘⚙藤白サキ子
上水南町⚔－⚑⚒－⚒⚐⚔⚒（⚓⚒⚒）⚑⚓⚒⚓千綿　和子
津田町⚒－⚒⚑－⚔⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚗⚐⚒⚖植竹　利江
津田町⚓－⚓⚐－⚒⚘⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚐⚖⚔⚘小平　三郎
津田町⚓－⚒⚕－⚑⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚑⚙⚔⚑勝見　宜史
学園西町⚑－⚑⚗－⚑－⚙⚐⚔⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚖⚐⚖⚓上島美弥子
学園西町⚒－⚕－⚑⚑⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚑⚕⚙⚐松尾　貴代
学園西町⚒－⚑⚒－⚕⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚙⚘⚐⚔下村　咲子
学園西町⚒－⚒⚗－⚑⚓⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚑⚖⚓⚐星野美代子
学園西町⚓－⚘－⚑⚕⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚒⚙⚗⚓浅井美津子
上水南町⚑－⚒⚔－⚑⚘－⚓⚐⚔⚒（⚓⚒⚙）⚑⚒⚕⚙阿久津三千代△

第⚔地区
住　所電話番号氏　名

小川東町⚑⚘⚒⚑－⚑⚔⚗⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚔⚕⚐⚔茂木　豊子
喜平町⚓－⚑－⚑⚔－⚔⚐⚒⚐⚔⚒（⚓⚒⚑）⚘⚙⚕⚙畑中　房子
喜平町⚓－⚒－⚘－⚒⚐⚖⚐⚔⚒（⚓⚒⚓）⚑⚔⚒⚓磯野トシ子
学園東町⚑－⚗－⚓⚓－⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚕⚗⚙⚕小山　政子
学園東町⚑－⚒⚓－⚑⚕⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚘⚖⚐⚔太田　史郎
学園東町⚒－⚖－⚑⚓－⚓⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚒⚘⚖⚐善如　和枝
学園東町⚒－⚑⚔－⚗⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚔⚐⚗⚗由井　幸子
学園東町⚓－⚕－⚘⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚓⚐⚒⚐石橋　六美
学園東町⚕⚔⚙－⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚒⚖⚙⚐木村　松子
仲町⚑⚐⚔－⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚐⚐⚑⚕土方スエ子
仲町⚘⚖⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚒⚗⚘⚔∁橋恵美子
仲町⚒⚕⚓－⚕⚐⚔⚒（⚓⚔⚒）⚒⚐⚖⚗星野　　守
仲町⚓⚗⚘⚐⚔⚒（⚓⚔⚒）⚕⚔⚘⚑杤本　幸子
仲町⚕⚐⚕⚐⚔⚒（⚓⚔⚒）⚗⚗⚒⚓加藤さとる
仲町⚖⚐⚗－⚑⚙⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚐⚐⚙⚕大澤裕見子△
仲町⚒⚒⚑－⚓－⚑⚑⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚗）⚓⚓⚑⚔高良　惠子△
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第⚕地区
住　所電話番号氏　名

回田町⚑⚖⚐⚔⚒（⚓⚒⚓）⚒⚓⚖⚔中村　　猛
回田町⚒⚓⚗⚐⚔⚒（⚓⚒⚔）⚘⚗⚐⚐三宅　直子
回田町⚒⚘⚗⚐⚔⚒（⚓⚒⚓）⚓⚕⚘⚓中嶋　武子
御幸町⚓⚔⚙－⚑⚐⚔⚒（⚓⚘⚔）⚔⚐⚑⚗石田つな子
鈴木町⚑－⚔⚒－⚘⚐⚔⚒（⚓⚒⚒）⚑⚗⚔⚐横澤　正世
鈴木町⚑－⚑⚒⚓－⚓⚐⚐⚔⚒（⚓⚒⚒）⚕⚒⚑⚗西川美惠子
鈴木町⚑－⚑⚗⚕－⚓⚐⚔⚒（⚓⚔⚒）⚔⚖⚐⚗蓑㟒　靖子
鈴木町⚑－⚔⚗⚒⚐⚔⚒（⚓⚒⚔）⚔⚖⚘⚕坪井　可子
鈴木町⚑－⚔⚔⚔－⚓⚐⚔⚒（⚓⚒⚓）⚗⚖⚕⚓佐藤　美江
鈴木町⚒－⚒⚑⚔－⚒⚙⚐⚔⚒（⚔⚖⚔）⚑⚓⚙⚙有村　澄江
鈴木町⚒－⚒⚓⚕－⚒⚐⚔⚒（⚔⚖⚓）⚐⚐⚐⚖肥沼　　潔
鈴木町⚒－⚗⚒⚒⚐⚔⚒（⚓⚘⚘）⚕⚒⚘⚒風巻　洋子
鈴木町⚒－⚘⚖⚙⚐⚔⚒（⚔⚖⚑）⚖⚘⚒⚔湯原　純子
天神町⚑－⚑⚐⚗－⚒⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚖）⚗⚖⚖⚕田尻　智子
天神町⚑－⚒⚐⚖－⚒－⚙⚐⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚙）⚓⚓⚔⚑伊藤　照美
天神町⚑－⚒⚒⚓⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚖⚔⚘⚐久保山和子
花小金井南町⚑－⚑⚓－⚑⚐⚐⚔⚒（⚔⚖⚗）⚗⚗⚘⚙ 野厚太郎
花小金井南町⚒－⚙－⚓⚐⚔⚒（⚔⚖⚗）⚖⚔⚙⚐佐々木貞雄
花小金井南町⚓－⚑⚔－⚒⚐⚐⚔⚒（⚔⚖⚕）⚒⚗⚔⚗塩田　敦子
花小金井南町⚓－⚓⚔－⚔⚒⚐⚔⚒（⚔⚕⚙）⚒⚖⚑⚑瓦井千惠子
花小金井南町⚓－⚒⚓－⚑⚓⚐⚔⚒（⚔⚖⚗）⚐⚕⚖⚘加藤　栄子
花小金井⚑－⚖－⚓⚒－⚔⚐⚔⚒（⚔⚖⚑）⚐⚓⚗⚙須藤　武子
花小金井⚑－⚑⚐－⚙⚐⚔⚒（⚔⚖⚓）⚘⚖⚖⚖村野　和代
花小金井⚖－⚕⚒－⚖⚐⚔⚒（⚔⚖⚗）⚓⚔⚙⚓佐藤　君江
回田町⚒⚗⚔－⚓－⚒⚐⚒⚐⚔⚒（⚓⚒⚑）⚘⚔⚑⚑松岡　佳子△
花小金井南町⚑－⚑⚔－⚒⚒－⚔⚐⚒⚐⚔⚒（⚔⚖⚒）⚒⚑⚕⚐鏑木美知子△

第⚖地区
住　所電話番号氏　名

美園町⚑－⚑－⚑⚕⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚓⚑⚐⚘本橋香代子
美園町⚑－⚑⚗－⚔⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚐⚖⚔⚙長永　成子
美園町⚓－⚑⚕－⚓⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚙⚔⚗⚙堀家　 子
天神町⚒－⚓⚒⚒－⚒⚖⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚒⚙⚕⚘藤原志津江
大沼町⚑－⚑⚐⚖－⚒⚘⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚗⚕⚕⚕根本　茂子
大沼町⚑－⚑⚔⚖－⚙⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚐⚑⚓⚙小林　秀子
大沼町⚑－⚑⚐⚖－⚓⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚔⚖⚓⚑入江　京子
大沼町⚑－⚔⚐⚑－⚕⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚔⚓⚔⚖貫井　晶子
大沼町⚒－⚔⚐⚑－⚘⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚔⚐⚕⚘奥住　秀子
大沼町⚒－⚕⚒⚕－⚔⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚕⚕⚕⚐大木　幸子
大沼町⚒－⚗⚒⚙－⚖－⚑⚑⚐⚐⚔⚒（⚓⚔⚒）⚒⚕⚘⚘∁橋美保子
花小金井⚒－⚑⚓－⚙⚐⚔⚒（⚔⚖⚔）⚓⚒⚓⚙九鬼よね子
花小金井⚓－⚓⚘－⚗⚐⚔⚒（⚔⚗⚑）⚕⚗⚐⚐星野　準一
花小金井⚓－⚓－⚕⚐⚔⚒（⚔⚖⚔）⚓⚘⚙⚒秋田　和代
花小金井⚔－⚑⚐－⚔⚐⚐⚔⚒（⚔⚕⚑）⚐⚐⚓⚓津田　洋子
花小金井⚕－⚔⚗⚘－⚑⚐⚔⚒（⚔⚖⚑）⚘⚑⚙⚗∁橋　富子
花小金井⚕－⚓⚑－⚑⚐⚔⚒（⚔⚖⚒）⚒⚘⚕⚔山城　悦子
花小金井⚖－⚒⚒－⚑⚐⚐⚔⚒（⚔⚖⚖）⚒⚑⚘⚑中島登喜子
花小金井⚓－⚓⚖－⚒⚐⚐⚔⚒（⚔⚗⚑）⚐⚓⚔⚐櫻井　清子△

第⚑地区
住　所電話番号氏　名

中島町⚕－⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚖⚘⚑⚐造賀恵美子
中島町⚘－⚑⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚔⚙⚗⚓野村美惠子
上水新町⚑－⚑⚘－⚘⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚗⚑⚙⚗芳井　正彦
上水新町⚓－⚕－⚒⚐⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚗⚔⚗⚖∁橋美喜子
上水新町⚓－⚒⚖－⚒⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚑⚗⚐⚘古川　米子
たかの台⚓⚘－⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚐⚙⚖⚑日高　文雄
津田町⚑－⚘－⚔⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚗⚖⚑⚘細江美喜子
小川町⚑－⚒⚒⚓⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚑⚒⚑⚒竹内よし子
小川町⚑－⚔⚕⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚕⚐⚖⚖後藤　良子
小川町⚑－⚔⚘⚔－⚑⚖⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚖⚔⚒⚙牛草　カツ
小川町⚑－⚗⚙⚑－⚑⚒⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚒⚓⚐⚙石川　貞子　
小川町⚑－⚗⚖⚗⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚒⚘⚙⚑ 林　明子
小川町⚑－⚙⚓⚗⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚐⚓⚒⚗立川　裕子
小川町⚑－⚙⚓⚓－⚕⚐⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚙⚕⚕⚖浅野　孝子
小川町⚑－⚙⚘⚖－⚒⚐⚐⚔⚒（⚓⚔⚖）⚒⚕⚐⚓石島　法子
小川町⚑－⚑⚑⚐⚔－⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚙⚕⚗⚙小野　宏美
小川町⚑－⚘⚕⚒－⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚒⚒⚒⚘佐藤　美喜△
栄町⚑－⚑⚖－⚙⚐⚔⚒（⚔⚐⚙）⚑⚑⚖⚙羽根田厚子△

第⚒地区
住　所電話番号氏　名

小川町⚒－⚑⚘⚒⚙⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚑⚐⚔⚘片野　雪子
小川町⚒－⚒⚐⚓⚗⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚐⚑⚓⚗金子　忠司
栄町⚒－⚑⚗－⚒⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚖）⚗⚗⚐⚙川村　信子
小川西町⚑－⚒⚗－⚓⚐⚓⚐⚔⚒（⚓⚔⚗）⚐⚖⚐⚖清家　　巖
小川西町⚕－⚒－⚒⚔⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚑⚗⚓⚐秋田　中子
小川西町⚔－⚒⚔－⚙⚐⚔⚒（⚓⚔⚘）⚐⚘⚐⚘粕谷　　洸
小川西町⚓－⚔－⚑⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚖⚗⚕⚖山村　琴代
小川西町⚔－⚑⚓－⚒⚖⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚐⚙⚒⚘塚田　雅彦
小川西町⚓－⚒⚔－⚑⚗⚐⚔⚒（⚓⚔⚑）⚔⚓⚔⚗北田　ふみ
小川西町⚕－⚒－⚒⚓⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚕⚗⚗⚗市東　和子
小川西町⚕－⚒⚐－⚒⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚕⚗⚖⚖∁橋　絹子
小川西町⚕－⚓⚕－⚑⚕⚐⚔⚒（⚓⚐⚘）⚔⚖⚐⚓山本　典子
小川東町⚒⚖⚐⚘－⚒⚙⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚒⚒⚗⚐田島千代子
小川東町⚑－⚒－⚑⚘⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚕⚘⚓⚗松田　順子
小川東町⚕－⚕－⚒⚐⚐⚔⚒（⚓⚓⚒）⚒⚐⚕⚗大海　信子
小川東町⚕－⚑⚑－⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚒）⚐⚔⚓⚖細谷　初江
小川東町⚓－⚕－⚑⚐－⚕⚐⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚕⚘⚐⚘大坪　康栄
小川東町⚑－⚔⚐－⚑⚐⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚒⚑⚗⚔野口　啓子
小川東町⚒－⚒－⚔⚐⚖⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚕⚕⚘⚗∁橋百合子
小川東町⚒－⚓－⚒⚐⚕⚐⚔⚒（⚓⚔⚒）⚙⚔⚐⚔今　　道子
小川東町⚒－⚑⚓－⚓－⚔⚐⚖⚐⚔⚒（⚓⚔⚓）⚕⚕⚔⚗佐 かよ子
小川東町⚔－⚓－⚖－⚗⚑⚑⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚔⚖⚐⚒内海　　昇
小川東町⚔－⚓－⚖－⚙⚐⚔⚐⚔⚒（⚓⚔⚔）⚔⚖⚖⚘長内　玲子
小川西町⚓－⚒⚕－⚑⚐⚐⚔⚒（⚓⚔⚕）⚓⚔⚕⚙室賀さゆり△
小川西町⚑－⚗－⚑⚘⚐⚔⚒（⚓⚔⚙）⚒⚒⚐⚓寺戸　有子△

※平成⚒⚓年⚔月⚑日現在、敬称略。
※△は、主任児童委員です。

緯
田
中　

ớ
３
０
８
Ờ
８
５
５

⚐⚔⚒

７胸
ド
リ
ồ
ム
ウ
ỻ
ス
ト　

第
２

回
演
奏
会　

は
ば
た
き　

６
月

５
日
ớ
日
Ờ
午
後
１
時　

分
開

⚓⚐

場
ỏ
２
時
開
演
Ố
保
谷
こ
も
れ

び
ホ
ồ
ル
Ố
無
料
Ố
多
摩
六
都

の
市
民
で
結
成
し
た
吹
奏
楽
団

の
コ
ン
サ
ồ
ト
Ố
緯
渡
邉
０
９

０
ớ
９
３
９
９
Ờ
４
９
９
３

胸
ハ
ồ
モ
ニ
カ
無
料
講
習
会　

６
月
・
７
月
の
第
２
Ỗ
４
土
曜

日
午
前
９
時
Ỗ
正
午
ỏ
全
６

回
Ố
仲
町
公
民
館
Ố
教
材
費
１

千
円
Ố
Ｃ
調
ハ
ồ
モ
ニ
カ
持

参
Ố
童
謡
唱
歌
中
心
Ố
申
込
み

ộ
ハ
ồ
モ
ニ
ồ
メ
イ
ツ
小
平
・

中
島
へ
緯　

ớ
３
４
２
Ờ
３
３

⚐⚔⚒

０
３

 
★
民
謡
・
三
味
線
・
唄　

さ
く

ら
組　

月
曜
・
火
曜
日
午
後
２

時
か
ら
ớ
三
味
線
Ờỏ
第
１
・
３

土
曜
日
午
後
２
時
か
ら
ớ
唄
ỜỐ

小
川
西
町
地
域
セ
ン
タ
ồ
ほ

か
Ố
月
会
費
２
千
円
ớ
教
材
費

別
ỜỐ
楽
器
の
貸
し
出
し
あ
り
Ố

緯
佐
藤
０
９
０
ớ
１
６
５
０
Ờ

７
８
７
６

★
社
交
ダ
ン
ス　

フ
ラ
ミ
ン
ゴ

　

第
１
Ỗ
３
水
曜
日
午
後
７
時

Ỗ
９
時
Ố
仲
町
公
民
館
Ố
月
会

費
２
千
円
Ố
緯
福
岡　

ớ
３
４

⚐⚔⚒

３
Ờ
２
２
８
６

★
大
沼
カ
ラ
オ
ケ
愛
好
会　

第

２
・
４
金
曜
日
午
後
６
時　

分
⚓⚐

Ỗ
８
時　

分
Ố
大
沼
公
民
館
Ố

⚓⚐

月
会
費
２
千
円
ớ
教
材
費
別
ỜỐ

緯
平
林
０
４
２
ớ
４
６
２
Ờ
７

１
９
９

★
中
国
健
康
体
操
の
会　

月
曜

Ỗ
土
曜
日
午
前
９
時
Ỗ
９
時　
⚔⚐

分
Ố
仲
町
第
二
公
園
Ố
年
会
費

２
千
円
Ố
ス
ト
レ
ỽ
チ
ỏ
練
功

十
八
法
ỏ
益
気
功
ほ
か
Ố
緯
小

林　

ớ
３
４
３
Ờ
５
５
５
５

⚐⚔⚒
★
シ
ニ
ア
ソ
フ
ト
ボ
ồ
ル　

だ

る
ま
ク
ラ
ブ　

土
曜
日
Ố
萩
山

公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド
ほ
か
Ố
入
会

金
２
千
円
ỏ
月
会
費
５
百
円
Ố

　

歳
以
上
Ố
緯
長
谷
川　

ớ
３

⚖⚐

⚐⚔⚒

２
２
Ờ
１
２
７
７

★
聖
書
を
読
む
会　

第
２
・
４

木
曜
日
午
後
１
時
か
ら
Ố
津
田

公
民
館
Ố
月
会
費
１
千
円
Ố
旧

約
聖
書
を
学
ぶ
Ố
緯
大
津　
⚐⚔⚒

ớ
３
４
４
Ờ
５
４
２
２

★
小
平
市
少
年
少
女
合
唱
団　

第
１
・
３
土
曜
日
午
後
１
時　
⚓⚐

分
か
ら
Ố
中
央
公
民
館
ほ
か
Ố

月
会
費
１
千
円
Ố
小
学
１
年
生

以
上
Ố
緯
久
保
寺
０
８
０
ớ
６

６
３
４
Ờ
４
５
１
１

★
歌
謡
舞
踊　

翠
会　

第
２
・

４
金
曜
日
午
後
１
時
Ỗ
３
時
Ố

天
神
地
域
セ
ン
タ
ồ
Ố
月
会
費

２
千
円ớ
２
か
月
無
料
ỜỐ
緯
井

上　

ớ
３
４
５
Ờ
７
８
２
２

⚐⚔⚒
★
社
交
ダ
ン
ス　

ぐ
る
う
ぷ
夢

　

第
２
・
４
火
曜
日
午
後
１
時

Ỗ
４
時
Ố
大
沼
公
民
館
Ố
月
会

費
２
千
円
Ố
緯
江
原　
ớ
３
４

⚐⚔⚒

１
Ờ５
３
３
３

★
社
交
ダ
ン
ス　

小
平
シ
Ỿ
ル

ウ
ỹ　

第
２
・
４
火
曜
日
午
後

１
時　

分
Ỗ
３
時　

分
Ố
小
川

⚓⚐

⚓⚐

西
町
中
宿
地
域
セ
ン
タ
ồ
Ố
月

会
費
１
千
円
Ố
中
級
程
度
Ố
緯

阿
部
０
９
０
ớ
６
１
５
６
Ờ
５

２
０
４

胸
小
平
親
と
子
の
よ
い
音
楽
を

き
く
会　

風
薫
る
名
曲
コ
ン
サ

ồ
ト　

５
月　

日
ớ
日
Ờ
午
後

⚒⚒

２
時
開
演
Ố
ル
ネ
こ
だ
い
ら
レ

セ
プ
シ
ἀ
ン
ホ
ồ
ル
Ố
大
人
１

千
５
百
円
ỏ
子
ど
も
・
障
が
い

者
７
百
円ớ
前
売
り
ỜỐ
出
演
ộ

西
晴
美
ỏ
佐
藤
香
苗
Ố
曲
目
ộ

あ
り
が
と
う
ỏ
子
犬
の
ワ
ル

ツ
ỏア
メ
イ
ジ
ン
グ
グ
レ
イ
ス
Ố

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

　

５
月　

日
は
ủ
民
生
委
員
・

⚑⚒

児
童
委
員
の
日
Ứ
で
す
Ố
こ
の

機
会
に
ỏ民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
活
動
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
Ố

 　

市
内
に
は
ỏ
区
域
を
担
当
す

る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
ỏ

一
人
暮
ら
し
や
寝
た
き
り
の
高

齢
者
ỏ
障
が
い
の
あ
る
方
ỏ
経

済
的
に
お
困
り
の
方
を
は
じ

め
ỏ
子
育
て
の
不
安
な
ど
ỏ
生

活
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
方

の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
Ố

怯
地
域
福
祉
の
ア
ン
テ
ナ

　

一
人
暮
ら
し
や
寝
た
き
り
の

民

生

委

員

・

児
童
委
員
の
役
割

-

/

.

0

11111

11111

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

高
齢
者
な
ど
の
悩
み
や
要
望
な

ど
を
的
確
に
把
握
す
る
よ
う
に

努
め
て
い
ま
す
Ố

怯
地
域
福
祉
の
世
話
役

　

相
談
者
の
立
場
や
気
持
ち
を

大
切
に
し
ỏ
誠
意
を
持
ỳ
て
援

助
し
ま
す
Ố
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
Ố

怯
地
域
福
祉
の
パ
イ
プ
役

　

相
談
を
受
け
た
と
き
に
は
ỏ

関
係
機
関
の
窓
口
を
紹
介
し
た

り
ỏ
相
談
者
の
負
担
を
軽
減
す

る
よ
う
各
機
関
と
の
パ
イ
プ
役

に
な
り
ま
す
Ố

 　

主
任
児
童
委
員
は
ỏ
引
き
こ

主
任
児
童
委
員
の
役
割

-

/

.

0

111

111

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

も
り
ỏ
不
登
校
ỏ
子
育
て
の
不

安
や
悩
み
な
ど
を
担
当
す
る
民

生
委
員
・
児
童
委
員
で
す
Ố
児

童
相
談
所
ỏ
子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ồ
や
学
校
ỏ
教
育
委
員

会
な
ど
の
関
係
機
関
と
連
携
し

て
ỏ
児
童
の
健
全
育
成
や
児
童

福
祉
の
推
進
に
努
め
て
い
ま

す
Ố

◇　
　
　
　

◇

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
ỏ

自
宅
の
玄
関
に
ủ
東
京
都
民
生

委
員
・
児
童
委
員
Ứ
と
書
か
れ

た
門
標
を
掲
げ
ỏ
い
つ
で
も
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
Ố
相
談
内

容
は
ỏ
秘
密
を
守
る
こ
と
が
法

律
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
ỏ
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
Ố

◇　
　
　
　

◇

　

次
の
方
が
ỏ
民
生
委
員
・
児

童
委
員
を
３
月　

日
付
で
退
任

⚓⚑

さ
れ
ま
し
た
ớ
敬
称
略
ỜỐ

▽
山
田
和
美
ớ
第
１
地
区
Ờ

▽
鈴
木
糸
子
ớ
第
３
地
区
Ờ

▽
福
田
信
子
ớ
第
５
地
区
Ờ

▽
古
屋
し
う
子
ớ
第
６
地
区
Ờ

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
緯　
⚐⚔⚒

ớ
３
４
６
Ờ
９
５
３
７

c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

　

平
成　

年
度
の
固
定
資
産

⚒⚓

税
・
都
市
計
画
税
の
納
税
通
知

書
を
５
月
１
日
ớ
日
Ờ
に
発
送

し
ま
し
た
Ố

　

な
お
ỏ
昨
年
度
か
ら
納
付
書

を
つ
づ
ら
ず
に
送
付
し
て
い
ま

す
Ố
紛
失
を
し
た
り
ỏ
納
付
の

順
番
の
ま
ち
が
い
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
Ố

怯
納
税
義
務
者

　

平
成　

年
度
分
の
固
定
資
産

⚒⚓

税
・
都
市
計
画
税
の
納
税
義
務

者
は
ỏ
平
成　

年
１
月
１
日
現

⚒⚓

在
ỏ
市
内
に
土
地
・
家
屋
・
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
で

す
Ố

税
額
の
求
め
方　

課
税
標
準
額

ớ
固
定
資
産
税
の
価
格
な
ど
Ờ

×
税
率

※
税
率
は
ỏ
固
定
資
産
税
が　
⚑.⚔

％
ỏ
都
市
計
画
税
が
０
・　

％
⚒⚗

で
す
Ố

怯
住
宅
用
地
の
特
例
措
置

　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
ỏ

⚒⚓

居
住
用
の
家
屋
が
建
ỳ
て
い
る

土
地
ớ
住
宅
用
地
Ờ
に
つ
い
て

は
ỏ
課
税
標
準
額
が
軽
減
さ
れ

る
特
例
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま

す
ớ
表
１
ỜỐ

※
住
宅
を
取
り
壊
し
て
さ
ら
地

や
駐
車
場
に
し
た
場
合
は
ỏ
軽

減
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
Ố
ま
た
ỏ
平
成　

年
１
月
１

⚒⚓

日
を
は
さ
ん
で
住
宅
の
建
て
替

え
を
行
ỳ
た
際
も
ỏ
軽
減
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
Ố

怯
土
地
の
負
担
調
整
措
置

　

土
地
の
評
価
額
が
変
わ
ら
な

く
て
も
税
額
が
上
が
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
Ố
こ
れ
は
ỏ
税
負
担

の
公
平
を
図
る
た
め
の
調
整
措

置
が
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る

た
め
で
す
Ố

　

以
前
の
土
地
の
評
価
水
準

は
ỏ
地
価
公
示
価
格
よ
り
相
当

に
低
い
水
準
で
評
価
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
ỏ
制
度
改
正
に
よ
り

評
価
額
を
地
価
公
示
価
格
の
７

割
程
度
と
す
る
よ
う
統
一
さ
れ

ま
し
た
Ố
こ
の
改
正
に
よ
り
ỏ

課
税
標
準
額
を
評
価
額
に
緩
や

か
に
近
づ
け
て
い
く
調
整
措
置

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
Ố

　

課
税
標
準
額
が
ỏ
住
宅
用
地

は
評
価
額
ớ
住
宅
用
地
特
例
率

を
乗
じ
た
額
Ờ
の　

％
に
ỏ
商

⚘⚐

業
地
ớ
駐
車
場
や
店
舗
敷
地
な

ど
Ờ
は
評
価
額
の　

％
の
水
準

⚖⚐

に
達
す
る
と
ỏ
税
額
が
据
え
置

き
に
な
り
ま
す
Ố

怯
路
線
価
の
公
開

　

市
で
は
ỏ
固
定
資
産
税
路
線

価
を
無
料
で
公
開
し
て
い
ま

す
Ố

と
こ
ろ　

税
務
課
ớ
市
役
所
２

階
Ờ

怯
道
路
に
使
用
さ
れ
て
い
る
土

地
の
固
定
資
産
税

　

所
有
す
る
土
地
の
一
部
が
ỏ

分
筆
し
な
い
ま
ま
公
衆
用
道
路

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

は
ỏ
道
路
面
積
の
わ
か
る
測
量

図
面
を
添
え
て
ỏ
申
告
し
て
く

{
{

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

　

市
民
便
利
帳
は
ỏ
市
の
サ
ồ

ビ
ス
や
窓
口
ỏ
施
設
の
利
用
案

内
な
ど
ỏ
暮
ら
し
に
役
立
つ
情

報
が
満
載
の
ハ
ン
ド
ブ
ỽ
ク
で

す
Ố

　

転
入
者
を
中
心
に
毎
年
１
万

３
千
部
を
無
料
配
布
し
て
い
る

た
め
ỏ
広
告
の
効
果
は
十
分
に

期
待
で
き
ま
す
Ố
気
軽
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
Ố

料　

金　

▽
２
色
刷
り
ộ
２
万

円
か
ら

▽
カ
ラ
ồ
刷
り
ộ
３
万
円
か
ら

申
込
み　

５
月　

日ớ
金
Ờま
で

⚑⚓

ớ
消
印
有
効
Ờ
に
ỏ
申
込
書
な

ど
を
問
合
せ
先
へ
ớ
送
付
可
Ờ

※
申
込
書
は
ỏ
小
平
市
ホ
ồ
ム

ペ
ồ
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ồ
ド
で

き
ま
す
Ố

※
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
Ố

問
合
せ　

秘
書
広
報
課
ớ
〒　
⚑⚘⚗

們
８
７
０
１　

小
平
市
役
所
Ờ

緯　

ớ
３
４
６
Ờ
９
５
０
５

⚐⚔⚒

 　

市
政
資
料
コ
ồ
ナ
ồ
ớ
市
役

所
１
階
Ờ
で
は
ỏ
市
が
発
行
し

て
い
る
刊
行
物
な
ど
ỏ
各
種
資

料
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
Ố
ま

た
ỏ
販
売
も
行
ỳ
て
い
ま
す
Ố

　

官
公
署
が
発
行
し
て
い
る
パ

ン
フ
レ
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②市道第Ｄ－⚑⚔⚕号線（市役所東通り）
⚗月～⚑⚑月
舗装打ちかえ

③市道第Ｃ－⚑⚗号線

⚙月～平成⚒⚔年⚒月　
歩車道改修

④市道第Ｃ－⚙⚔号線他

⚗月～⚑⚐月
Ｌ形溝設置・舗装打ちかえ

⚙月～⚑⚒⚙月～⚑⚒月月
舗装打ちか舗装打ちかええ

⑤市道第Ｄ－⚓⚗号線
（天神地域センター通り）
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図１　道路に使用されている
　　　土地のイメージ

表⚑　住宅用地特例率
都市計画税固定資産税区分

⚓分の⚑⚖分の⚑
小規模住宅用地
（住宅⚑戸につき
⚒⚐⚐釈まで）

⚓分の⚒⚓分の⚑
一般住宅用地

（住宅用地で⚒⚐⚐釈
を超える部分）

表⚒　新築住宅等の減額措置
要　　　件

新築された認定長期優良住宅新築住宅
左の住宅のうち、建築指導事務所か
ら長期優良住宅建築等計画の認定を
受けて新築された住宅

専用住宅、居住部分の割合が⚒分の
⚑以上の併用住宅、一戸建以外の貸
家住宅

住宅の種類

⚕⚐釈（⚑戸建以外の貸家住宅にあっては⚔⚐釈）以上⚒⚘⚐釈以下居住部分の床面積

住宅として用いられる部分の床面積が⚑⚒⚐釈までのものはその全部、⚑⚒⚐
釈を超えるものは⚑⚒⚐釈分に相当する部分減額される範囲

・一般住宅（⚓階建以上の耐火構造
および準耐火構造住宅以外）…新
築後⚕年度分
・⚓階建以上の耐火構造および準耐
火構造住宅…新築後⚗年度分

・一般住宅（⚓階建以上の耐火構造
および準耐火構造住宅以外）…新
築後⚓年度分
・⚓階建以上の耐火構造および準耐
火構造住宅…新築後⚕年度分

減額される期間

家屋にかかる固定資産税額が⚒分の⚑減額減額される割合

※認定長期優良住宅に対する減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の⚑月⚓⚑日までに
申告書などを市役所へ提出する必要があります。
※平成⚑⚙年⚑月⚒日～平成⚒⚐年⚑月⚑日に新築された一般住宅、平成⚑⚗年⚑月⚒日～平成⚑⚘年
⚑月⚑日に新築された⚓階建以上の耐火構造および準耐火構造住宅は、平成⚒⚓年度から減額
の適用がなくなり全額課税となります。

①市道第Ａ－⚖⚗号線（新小平東通り）
⚕月～⚘月
切削カバー舗装

⑥市道第Ｄ－⚘⚐号線
（鈴木街道）
⚗月～平成⚒⚔年⚓月
歩車道改修

⑦市道第Ｄ－⚑⚘⚔・⚑⚙⚐号線
⚙月～平成⚒⚔年⚑月
Ｌ形溝設置・舗装打ちかえ

⑧市道第Ｄ－⚒⚔号線快適
歩道整備工事（回田道）
⚘月～⚑⚑月
歩道の段差解消

⑨市道第Ｃ－⚒⚔号線快適
歩道整備工事（回田道）
⚘月～⚑⚑月
歩道の段差解消

⑩市道第Ｂ－⚑⚙号線⚑工区
（たかの街道）
⚗月～⚑⚐月
切削カバー舗装

⑪市道第Ｂ－⚑⚙号線⚒工区
（たかの街道）
⚑⚐月～平成⚒⚔年⚒月
切削カバー舗装

　表⚓　バリアフリー・省エネ・耐震改修を行った場合の減額措置　
省エネ改修バリアフリー改修

・平成⚒⚐年⚑月⚑日以前に建築さ
れた住宅
・一定の要件を満たし（省エネ基
準適合工事の証明が必要）、費
用が⚓⚐万円以上（補助金などを
除く）の熱損失防止改修を施工

・平成⚑⚙年⚑月⚑日以前に建築された住宅
・⚖⚕歳以上の方、要介護または要支援認定を受けて
いる方、障がいのある方のいずれかが居住してい
る
・一定の要件を満たし、費用が⚓⚐万円以上（補助金
などを除く）のバリアフリー改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分期　間

⚑戸あたり⚑⚒⚐釈の床面積相当分
（賃貸部分を除く）までの家屋に
かかる固定資産税の⚓分の⚑

⚑戸あたり⚑⚐⚐釈の床面積相当分（賃貸部分を除く）
までの家屋にかかる固定資産税の⚓分の⚑

減税額

※耐震改修による減額および新築住宅軽減との重複した適用は不可。
耐　　震　　改　　修

・昭和⚕⚗年⚑月⚑日以前に建築された住宅
・現行の耐震基準に適合させるよう一定の要件を満たし（耐震基準適合工事の証明が必
要）、費用が⚓⚐万円以上の耐震改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間（最長で⚒年間）期　間
⚑戸あたり⚑⚒⚐釈の床面積相当分までの、家屋にかかる固定資産税の⚒分の⚑減税額

※いずれの改修も原則として、工事の完了後⚓か月以内に必要書類を添付した申請が必要です。
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害東京都民生委員・児童委員・主任児童委員害

思いやり　

　あなたと私の

　　　地域の“わ”


